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発
行
手
数
料
が
無
料
に
な
り
ま
し
た

発
行
手
数
料
が
無
料
に
な
り
ま
し
た

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
を
図
る
た
め
、
平
成
20
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
発
行
手
数
料（
５
０
０
円
）が
無
料
に
な
り
ま
し
た
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
住

基
ネ
ッ
ト
で
の
本
人
確
認
や
写
真

付
の
も
の
は
身
分
証
明
書
な
ど
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
取
得
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

※
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
基

づ
く
電
子
証
明
書
の
発
行
は
、

手
数
料
５
０
０
円
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
は

　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
使
っ
た
住
民
票
の
広
域
交
付
や

転
入
・
転
出
の
手
続
の
簡
素
化
の

た
め
の
本
人
確
認
に
使
う
こ
と
が

で
き
る
、
高
度
な
安
全
機
能
を
有

す
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
使
用
し
た

カ
ー
ド
で
す
。

申
請
で
き
る
方　

二
本
松
市
に
住

民
登
録
が
あ
る
方
。

※
原
則
と
し
て
本
人
申
請
。
15
歳

未
満
の
方
は
法
定
代
理
人（
親

権
者
）の
方
が
申
請
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
即
日
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
顔
写
真
付
き
公
的
証
明
書

・
顔
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
希
望
す
る
場
合
は
顔

写
真（
縦
4.5
㎝
×
横
3.5
㎝
）

　

〜
申
請
場
所
で
無
料
撮
影
可

※
顔
写
真
付
き
の
公
的
な
証
明
書

住民基本台帳カードのイメージ

Ａ様式（顔写真なし・氏名のみ記載）

Ｂ様式（顔写真あり）

　

戸
籍
法
・
住
民
基
本
台
帳
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
20

年
５
月
１
日
か
ら
窓
口
で
の
戸

籍
や
住
民
票
の
異
動
な
ど
の
届

出
、
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
の

証
明
書
な
ど
の
交
付
請
求
の
際

は
、「
本
人
確
認
」が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
庁
市
民
課
や
各
支
所
市
民

福
祉
課
窓
口
で
、
戸
籍
や
住
民

異
動
な
ど
の
届
出
、
住
民
票
の

写
し
や
戸
籍
の
証
明
書
な
ど
を

請
求
さ
れ
る
と
き
は
、
本
人
確

認
の
た
め
、
運
転
免
許
証
な
ど

の
書
類
の
提
示
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

本
人
確
認
の
対
象
者

　

窓
口
で
届
出
や
交
付
請
求
を

す
る
方（
代
理
人
、
使
者
の
方

も
含
み
ま
す
。）

身
分
証
明
書
な
ど
と
し
て
提
示

し
て
い
た
だ
く
も
の

・
運
転
免
許
証

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
顔

写
真
付
の
も
の
）

・
旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

・
そ
の
他
官
公
署
が
発
行
し
た

免
許
証
、
許
可
証
ま
た
は
資

格
証
明
書（
本
人
の
写
真
が

貼
付
さ
れ
た
も
の
）

・
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、

介
護
保
険
証
、
年
金
証
書
な

ど
・
民
間
機
関
が
発
行
し
た
身
分

証
明
書（
氏
名
・
生
年
月
日
、

顔
写
真
が
貼
付
・
契
印
等
が

あ
る
も
の
）

※
代
理
人
、
使
者
の
方
は
委
任

状
な
ど
で
代
理
権
限
の
確
認

を
行
い
ま
す
。

□
身
分
証
明
書
が
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
窓
口
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

□
郵
便
で
交
付
請
求
を
さ
れ
る

方
は
、
身
分
証
明
書
の
写
し

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

市
民
課
市
民
窓
口
係

　

☎（
55
）５
１
０
５

　

ま
た
は

　

各
支
所
市
民
福
祉
課
市
民
係

戸
籍
や
住
民
票
の
異
動
届
出
や
住
民
票
の
写
し

戸
籍
証
明
な
ど
の
証
明
書
の
交
付
請
求
の
際
は

本
人
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
し
た

が
な
い
場
合
は
即
日
交
付
が
で

き
ま
せ
ん
。

受
付
時
間（
平
日
の
み
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
申
請
者
が
多
数
の
場
合
や
午
後

５
時
直
前
に
申
請
さ
れ
た
場
合
、

交
付
は
後
日
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

有
効
期
間

　

発
行
の
日
か
ら
10
年
間

申
請
場
所

　

本
庁
市
民
課
ま
た
は
各
支
所
市

民
福
祉
課（
住
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

市
民
課
市
民
記
録
係

　

☎（
55
）５
１
０
４

　
ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
市
民
係
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